
 委 託 契 約 書 （案） 
 
１ 契約業務名   福井県立大学創造農学科新築棟建設工事実施設計業務委託 
 
２ 契約金額    金       円 
           （うち取引に係る消費税額および地方消費税の額 金     円） 
 
３ 履行期限    令和２年１月３１日 
 
４ 履行場所    吉田郡永平寺町松岡兼定島４－１－１ 

公立大学法人福井県立大学 生物資源開発研究センター 
 
５ 契約保証金   金       円 

※ 契約保証金は、契約金額の１００分の１０以上。 

※ 保険証券、保証証券が提供された場合は、保険または保証に付される金額を記載。 

※ 契約事務取扱細則第３８条第１項の規定に該当する場合は、「免除」と記載。 

 
 公立大学法人福井県立大学（以下「甲」という。）と、             （以

下「乙」という。）とは、次の条項により契約を締結する。 
 
この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通

を保有するものとする。 
 

令和元年  月  日 
 
 
                  甲 吉田郡永平寺町松岡兼定島４－１－１ 
                    公立大学法人福井県立大学 
                     理事長  山田 賢一 
 
                  乙  



 契 約 条 項 

 

（契約の要項） 

第１条 この契約の要項は、頭書のとおりとする。 

 

（委託業務の実施方法） 

第２条 乙は、別紙仕様書および甲が必要に応じて指示する事項を遵守の上、誠実にこれを履行

しなければならない。 

 

（調査等） 

第３条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し委託業務の処理状況について報告もしくは 

資料の提出を求め、または必要な指示を与えることができる。 

 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第４条 乙は、この契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させては

ならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。 

 

（再委託の禁止） 

第５条 乙は、委託業務の処理を自ら行うものとし、業務の全部または一部を第三者に委託し、

もしくは請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、

この限りでない。 

 

（実績報告および検査） 

第６条 乙は、委託業務が終了したときは、速やかに別紙仕様書に基づく報告書等を甲に提出し、

甲の命じた職員の検査を受けなければならない。 

２ 甲は委託業務が実施要領等に示すものに適合していないと認める時は、期日を定めて 

業務の手直しをさせることができる。この場合の費用は、乙の負担とする。 

 

（委託料の支払） 

第７条 乙は、前条の規定による甲の履行確認を得た後、甲に対して委託料の支払を請求するも

のとし、甲は乙からの適法な請求書を受理したときは、その日の翌月の２５日に委託料を

支払うものとする。ただし、２５日が土曜日、日曜日および祝祭日の場合は、その翌営業

日とする。 

２ 甲の責めに帰すべき理由により、前項の支払期限までに委託料を支払わない場合は、乙

は甲に対して未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法

律（昭和２４年法律第２５６号）第８条の規定により定められた割合で計算した金額を遅

延利息として請求することができる。 

 

（履行遅延） 

第８条 甲は、乙の責に帰すべき事由により契約履行期限までにその義務を履行しないときは、

遅延日数に応じ、福井県財務規則（昭和３９年規則第１１条）第１８０条で定める割合で

計算した金額を遅延利息として徴収する。 

 

（契約の解除） 

第９条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。 

  （１）その責に帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。 

  （２）この契約を履行せず、または履行を継続することができないと認められるとき。 

  （３）誠実に業務を履行する意思がないと認められるとき。 

  （４）契約の履行につき、不正の行為をしたとき。 

  （５）契約の解除を申し出たとき。 



  （６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第

6号に規定する暴力団員または同条第 2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な

関係を有していると認められるとき。 

 

（違約金等） 

第 10条 前条の規定によりこの契約が解除されたときは、乙は違約金として委託期間全期間分の 

委託料の 100分の 10に相当する金額を甲に支払うものとする。ただし、甲に違約金の額 

を超える損害が発生したときは、甲はその超過額を請求することができる。 

  ２  前項の場合において、契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われてい

るときは、甲は当該契約保証金または担保をもって違約金に充当することができるものと

する。 

 

（損害賠償請求権） 

第 11条 乙は、委託業務の実施に当たり、乙の故意または過失により甲または第三者に損害を与 

えたときは、損害賠償の責を負うものとする。 

  ２ 前項の損害賠償の額は、甲が実際に被った損害額とする。 

３ 天災その他不可抗力によって生じた損害については、乙が善良なる管理者の注意義務

を怠らなかったと認める場合は、甲はこれを請求しない。 

４ 委託業務の履行に関し、第三者に損害が生じたときは、甲の責に帰すべき事由による

場合を除き、乙は、その損害賠償の責を負う。ただし、その損害が天災その他不可抗力

による場合は、その負担について、甲と乙が協議して定める。 

 

（著作権等権利の処理） 

第 12条 乙は、委託業務の実施にあたり、第三者が有する著作権、特許権等の排他的権利を侵害

してはならない。 

  ２ 乙は、委託業務の実施上、前項の排他的権利を使用する必要がある場合は、その権利関

係を処理するものとする。 

  ３ 乙が、前２項の規定に反したことにより甲が損害を受けた場合は、甲は乙に対して損害

賠償を請求することができるものとする。 

 

（秘密の保持） 

第 13条 乙は、委託業務実施中に知り得た秘密および甲の行政事務などで一般に公表されていな

い事項を他にもらしてはならない。 

 

（個人情報の保護） 

第 14条 乙がこの契約に関して取扱う個人情報については「福井県個人情報保護条例（平成１４ 

年条例第 6号）」の適用を受ける。 

 

（グリーン購入） 

第 15条 乙は、事業の実施において物品等を調達する場合、「福井県庁グリーン購入推進方針（平 

成１３年４月２７日策定）」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。 

 

（疑義等の決定） 

第 16条 この契約に定めのない事項およびこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定 

めるものとする。 

 

（紛争等の解決） 

第 17条 この契約について訴訟等の生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第１ 

審の管轄裁判所とする。 



種別 項目 数量 単位 単価（円） 金額（円） 備考

主体工事 667 ㎡ 225,090 150,135,030 営繕

階高補正 667 ㎡ 0 0 営繕

耐震割増 667 ㎡ 2,480 1,654,160 営繕

寒地割増 667 ㎡ 0 0 営繕

積雪割増 667 ㎡ 19,030 12,693,010 営繕

特殊基礎工事 1 式 9,657,000 営繕

内外装補正 1 式 3,860,800 独自：瓦でないため

外構工事 1 式 0 営繕

県産品割増 1 式 3,675,000 営繕

計（税抜） 181,675,000

税込金額 199,843,000 10%、千円止め

一般給排水 667 ㎡ 19,590 13,066,530 営繕

屋外給水管 200 m 15,720 3,144,000 営繕

汚水ポンプアップ 1 式 11,232,000 営繕

屋外排水管 200 m 58,170 11,634,000 営繕

一般空調 667 ㎡ 36,770 24,525,590 営繕

計（税抜） 63,602,120

税込金額 69,963,000 10%、千円止め

一般電気設備 667 ㎡ 45,480 30,335,160 営繕

受変電設備 54 kVA 121,070 6,537,780 営繕

火災報知設備 667 ㎡ 1,090 727,030 営繕

電話交換設備 20 回線 77,690 1,553,800 営繕

防犯設備（配管） 667 ㎡ 360 240,120 営繕

拡声設備 667 ㎡ 21,130 14,093,710 営繕

構内外灯 1 灯 450,000 450,000 営繕

構内配電線路 50 m 100,370 5,018,500 営繕

構内通信線路 50 m 41,400 2,070,000 営繕

無線LAN設置 1 式 5,790,000 独自

計（税抜） 66,816,100

税込金額 73,498,000 10%、千円止め

総計 343,304,000
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